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(57)【要約】
【課題】画角の変更可能なカメラによって撮像された画
像データのワールド座標系の位置情報を把握する。
【解決手段】位置特定装置は、画角の変更が可能なカメ
ラによって撮像された対象画像の撮像エリアを推定する
推定部と、推定された撮像エリアの情報に基づいて、基
準画像と基準画像に含まれる画素のワールド座標系の第
１の位置情報を表す基準位置データとを取得する取得部
と、対象画像に含まれる画素のピクセル座標系の第２の
位置情報と第１の位置情報との関係を記述するホモグラ
フィ行列に基づいて対象画像のメタデータを生成する生
成部とを具備する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画角の変更が可能なカメラによって撮像された第１の対象画像の撮像エリアを推定する
推定部と、
　推定された前記撮像エリアの情報に基づいて、基準画像と前記基準画像に含まれる画素
のワールド座標系の第１の位置情報を表す基準位置データとを取得する取得部と、
　前記第１の対象画像に含まれる第１の特徴点群と前記基準画像に含まれる第２の特徴点
群とを抽出する抽出部と、
　抽出された前記第１の特徴点群および前記第２の特徴点群の間で複数対の対応点を設定
する設定部と、
　設定された前記複数対の対応点に基づいて、前記第１の対象画像に含まれる画素のピク
セル座標系の第２の位置情報と前記第１の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行列
を計算する計算部と、
　前記ホモグラフィ行列に基づいて前記第１の対象画像の第１のメタデータを生成する生
成部と
　を具備する、位置特定装置。
【請求項２】
　前記推定部は、ワールド座標系の位置情報と対応付けて事前に登録された特定の被写体
を前記第１の対象画像が含むか否かを判定し、前記第１の対象画像が前記特定の被写体を
含む場合には、当該特定の被写体に対応付けられた位置情報に基づいて前記第１の対象画
像の撮像エリアを推定する、請求項１に記載の位置特定装置。
【請求項３】
　前記特定の被写体は、距離標または道路基準点を含む、請求項２に記載の位置特定装置
。
【請求項４】
　前記推定部は、ワールド座標系の位置情報と対応付けて事前に登録された複数のエリア
のうち、前記第１の対象画像に含まれる対象物と見え方において類似する画像が撮像され
る１つのエリアを選択し、選択したエリアに対応付けられた位置情報に基づいて前記第１
の対象画像の撮像エリアを推定する、請求項１に記載の位置特定装置。
【請求項５】
　前記抽出部は、路面に描かれた規制標示または指示標示を表す画素を前記第１の特徴点
群または前記第２の特徴点群の候補として抽出する、請求項１乃至請求項４のいずれか１
項に記載の位置特定装置。
【請求項６】
　前記第１の対象画像よりも後に前記カメラによって撮像された第２の対象画像の画角が
前記第１の対象画像の画角と同じであるか否かを判定する判定部をさらに具備し、
　前記第２の対象画像の画角が前記第１の対象画像の画角と同じであると判定された場合
に、前記生成部は、前記第１のメタデータを前記第２の対象画像の第２のメタデータとし
て再利用する、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の位置特定装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の位置特定装置と、
　前記カメラと
　を具備する、カメラ装置。
【請求項８】
　前記カメラは、ＰＴＺ（Ｐａｎ－Ｔｉｌｔ－Ｚｏｏｍ）カメラである、請求項７に記載
のカメラ装置。
【請求項９】
　コンピュータが、
　画角の変更が可能なカメラによって撮像された第１の対象画像の撮像エリアを推定する
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ことと、
　推定された前記撮像エリアの情報に基づいて、基準画像と前記基準画像に含まれる画素
のワールド座標系の第１の位置情報を表す基準位置データとを取得することと、
　前記第１の対象画像に含まれる第１の特徴点群と前記基準画像に含まれる第２の特徴点
群とを抽出することと、
　抽出された前記第１の特徴点群および前記第２の特徴点群の間で複数対の対応点を設定
することと、
　設定された前記複数対の対応点に基づいて、前記第１の対象画像に含まれる画素のピク
セル座標系の第２の位置情報と前記第１の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行列
を計算することと、
　前記ホモグラフィ行列に基づいて前記第１の対象画像の第１のメタデータを生成するこ
とと
　を具備する、位置特定方法。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　画角の変更が可能なカメラによって撮像された第１の対象画像の撮像エリアを推定する
ことと、
　推定された前記撮像エリアの情報に基づいて、基準画像と前記基準画像に含まれる画素
のワールド座標系の第１の位置情報を表す基準位置データとを取得することと、
　前記第１の対象画像に含まれる第１の特徴点群と前記基準画像に含まれる第２の特徴点
群とを抽出することと、
　抽出された前記第１の特徴点群および前記第２の特徴点群の間で複数対の対応点を設定
することと、
　設定された前記複数対の対応点に基づいて、前記第１の対象画像に含まれる画素のピク
セル座標系の第２の位置情報と前記第１の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行列
を計算することと、
　前記ホモグラフィ行列に基づいて前記第１の対象画像の第１のメタデータを生成するこ
とと
　を実行させるための、位置特定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、カメラによって撮像された画像の位置を特定する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パン・チルト・ズームの３つの機能を持ったカメラ、いわゆるＰＴＺ（Ｐａｎ－Ｔｉｌ
ｔ－Ｚｏｏｍ）カメラが例えば道路の監視システムなどに利用されている。ＰＴＺカメラ
は、旧来の固定カメラに比べて広範囲な撮像が可能であるため、より少ない設備、すなわ
ちより低コストでの監視システムの運用が可能である。反面、ＰＴＺカメラの画角は時々
刻々と変わるので、ＰＴＺカメラがどのエリアを撮像しているのかを、上位システムにお
いて正確に把握することが困難であるという問題がある。
【０００３】
　また、ＰＴＺカメラがどのエリアを撮像しているのかを正確に把握できないということ
は、ＰＴＺカメラによって撮像された画像の画像解析にも支障を来す。一般に、画像解析
では、画像上の距離情報（距離マップ）が必要となる。例えば、車の形状から画像解析に
おいて用いるパラメータ（例えば閾値）を決定したり、速度計測を行ったりするためには
、道路上の距離情報が必要である。
【０００４】
　特許文献１には、「野球、サッカーまたはテニスのように、フィールドラインを含むカ
メラ画像を用いてカメラキャリブレーションを行う方法および装置」が開示されている（
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［０００１］）。具体的には、「カメラ画像からフィールドラインのみが写ったフィール
ドライン画像R3を抽出」し、「フィールドライン画像R3からフィールドラインを抽出」す
ること（［００３４］）、「フィールドライン画像R3を対象にハフ変換によるラインセグ
メント抽出を実行し、各フィールドラインLv，Lhの構成要素となるラインセグメントlを
取得」すること（［００４６］）、「抽出された全てのラインセグメントを対象に、傾き
および切片が同一の範囲に属するラインセグメント同士を統合し、各セグメントの配列を
フィールドラインとして認識」すること（［００４８］）、「選択された各フィールドラ
インLvi，Lhjの交点座標を計算」すること（［００５６］）、「カメラ画像から検知した
各交点Pと、予めフィールドモデルから抽出されている各交点pとを対応付けて対応点に設
定する」こと、「少なくとも４つの対応点に基づいてホモグラフィ行列Hを推定」するこ
とが開示されている。
【０００５】
　また、非特許文献１は、人工ニューラルネットワークを用いた画像撮影場所特定システ
ムが開発中であるとの記載がある。このシステムは、写真に写り込んでいるものから、当
該写真が地球上のどこで撮影されたかを特定する。
【０００６】
　さらに、非特許文献２には、地球上のあらゆるエリア、最小で１４ｍ×１４ｍのメッシ
ュに固有コードを付与し、当該固有コードによる位置の特定を可能とするサービスが公開
されたと記載されている。また、この固有コードから座標への再変換方法が公開されてい
るとの記載もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１６－２２０１２９号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「Google、ニューラルネットワークで写真の場所を特定する「PlaNet」
を開発。人間を超える能力を発揮」、［online］、［２０１７年１２月２１日検索］、イ
ンターネット、＜ＵＲＬ：http://japanese.engadget.com/2016/03/01/google-planet/＞
【非特許文献２】「Google、地球上のあらゆる場所を数文字で示すplus+codes公開。変換
サイトも提供」、［online］、［２０１７年１２月２１日検索］、インターネット、＜Ｕ
ＲＬ：http://japanese.engadget.com/2015/08/13/google-plus-codes/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１に記載の方法および装置は、「野球、サッカーまたはテニスのように、フィ
ールドラインを含むカメラ画像」を対象としており、フィールドラインを含まない画像へ
適用することができない。
【００１０】
　非特許文献１に記載のシステムは、写真が撮影された大凡の場所を推定することを目的
としており、写真に写り込んだ場所のワールド座標系の位置情報を取得するものではない
し、その推定精度(正解率)も高いとはいえない。故に、このシステムを利用したとしても
、例えばＰＴＺカメラシステムの道路管理者が必要とする、画像データのワールド座標系
の位置を特定したり、道路上の距離情報を入手したりすることは困難である。
【００１１】
　非特許文献２に記載のサービスは、道路上のワールド座標系の位置情報を把握可能な情
報（例えば、道路基準点案内システムにおける道路基準点情報）を提供しない。故に、こ
のサービスを利用したとしても、例えばＰＴＺカメラシステムの道路管理者が必要とする
、画像データのワールド座標系の位置を特定したり、道路上の距離情報を入手したりする
ことは困難である。
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【００１２】
　本開示は、画角の変更可能なカメラによって撮像された画像データのワールド座標系の
位置情報を把握することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本開示の第１の側面に係る位置特定装置は、画角の変更が可能なカメラによって撮像さ
れた第１の対象画像の撮像エリアを推定する推定部と、推定された前記撮像エリアの情報
に基づいて、基準画像と前記基準画像に含まれる画素のワールド座標系の第１の位置情報
を表す基準位置データとを取得する取得部と、前記第１の対象画像に含まれる第１の特徴
点群と前記基準画像に含まれる第２の特徴点群とを抽出する抽出部と、抽出された前記第
１の特徴点群および前記第２の特徴点群の間で複数対の対応点を設定する設定部と、設定
された前記複数対の対応点に基づいて、前記第１の対象画像に含まれる画素のピクセル座
標系の第２の位置情報と前記第１の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行列を計算
する計算部と、前記ホモグラフィ行列に基づいて前記第１の対象画像の第１のメタデータ
を生成する生成部とを具備する。
【００１４】
　この位置特定装置は、上述のように、画角の変更可能なカメラによって撮像された画像
データ（第１の対象画像）に含まれる特徴点のピクセル座標系の位置情報と基準画像に含
まれる対応する特徴点のワールド座標系の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行列
を計算し、これに基づいてメタデータを生成する。故に、この位置特定装置によれば、画
像データのワールド座標系の位置情報を把握することができる。
【００１５】
　第１の側面に係る位置特定装置において、前記推定部は、ワールド座標系の位置情報と
対応付けて事前に登録された特定の被写体を前記第１の対象画像が含むか否かを判定し、
前記第１の対象画像が前記特定の被写体を含む場合には、当該特定の被写体に対応付けら
れた位置情報に基づいて前記第１の対象画像の撮像エリアを推定してもよい。
【００１６】
　この位置特定装置（以降、本開示の第２の側面に係る位置特定装置と呼ぶ）によれば、
その位置情報が既知である特定の被写体を事前登録しておくことで、撮像エリアを正確に
推定することができる。
【００１７】
　第２の側面に係る位置特定装置において、前記特定の被写体は、距離標または道路基準
点を含んでもよい。距離標および道路基準点はその位置情報が容易に取得可能であるので
、特定の被写体の事前登録を省力化することができる。
【００１８】
　第１の側面に係る位置特定装置において、前記推定部は、ワールド座標系の位置情報と
対応付けて事前に登録された複数のエリアのうち、前記第１の対象画像に含まれる対象物
と見え方において類似する画像が撮像される１つのエリアを選択し、選択したエリアに対
応付けられた位置情報に基づいて前記第１の対象画像の撮像エリアを推定してもよい。こ
の位置特定装置は、撮像エリア、すなわちカメラの画角が異なることによる対象物の見え
方の違いを利用して、撮像エリアを正確に推定できる。
【００１９】
　第１の側面または第２の側面に係る位置特定装置において、前記抽出部は、路面に描か
れた規制標示または指示標示を表す画素を前記第１の特徴点群または前記第２の特徴点群
の候補として抽出してもよい。
【００２０】
　この位置特定装置は、経時変化の乏しい規制標示または指示標示を表す画素を特徴点の
候補として利用するので、例えば基準画像の撮像日時と対象画像の撮像日時とが離れてい
る場合にも高精度かつ軽負荷に特徴点を抽出することができる。
【００２１】
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　第１の側面または第２の側面に係る位置特定装置において、前記第１の対象画像よりも
後に前記カメラによって撮像された第２の対象画像の画角が前記第１の対象画像の画角と
同じであるか否かを判定する判定部をさらに具備し、前記第２の対象画像の画角が前記第
１の対象画像の画角と同じであると判定された場合に、前記生成部は、前記第１のメタデ
ータを前記第２の対象画像の第２のメタデータとして再利用してもよい。
【００２２】
　この位置特定装置によれば、画角の変更がない場合に、撮像エリアの推定、基準データ
の取得、特徴点の抽出、対応点の設定、およびホモグラフィ行列の計算などに伴う処理負
荷をカットすることができる。
【００２３】
　本開示の第３の側面に係るカメラ装置は、第１の側面または第２の側面に係るメタデー
タと、前記カメラとを具備する。これにより、画像データ（第１の対象画像）に加えて、
当該画像データのワールド座標系の位置を特定（例えば、位置情報を記述するメタデータ
を生成）するインテリジェントなカメラ装置を提供することができる。
【００２４】
　第３の側面に係るカメラ装置において、前記カメラは、ＰＴＺ（Ｐａｎ－Ｔｉｌｔ－Ｚ
ｏｏｍ）カメラであってよい。これにより、どのエリアを撮像しているのかをメタデータ
に基づいて正確に把握しながら、広範囲な撮像をすることができる。
【００２５】
　本開示の第４の側面に係る位置特定方法は、コンピュータが、画角の変更が可能なカメ
ラによって撮像された第１の対象画像の撮像エリアを推定することと、推定された前記撮
像エリアの情報に基づいて、基準画像と前記基準画像に含まれる画素のワールド座標系の
第１の位置情報を表す基準位置データとを取得することと、前記第１の対象画像に含まれ
る第１の特徴点群と前記基準画像に含まれる第２の特徴点群とを抽出することと、抽出さ
れた前記第１の特徴点群および前記第２の特徴点群の間で複数対の対応点を設定すること
と、設定された前記複数対の対応点に基づいて、前記第１の対象画像に含まれる画素のピ
クセル座標系の第２の位置情報と前記第１の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行
列を計算することと、前記ホモグラフィ行列に基づいて前記第１の対象画像の第１のメタ
データを生成することとを具備する。
【００２６】
　この位置特定方法は、上述のように、画角の変更可能なカメラによって撮像された画像
データ（第１の対象画像）に含まれる特徴点のピクセル座標系の位置情報と基準画像に含
まれる対応する特徴点のワールド座標系の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行列
を計算し、これに基づいてメタデータを生成する。故に、この位置特定方法によれば、画
像データのワールド座標系の位置情報を把握することができる。
【００２７】
　本開示の第５の側面に係る位置特定プログラムは、コンピュータに、画角の変更が可能
なカメラによって撮像された第１の対象画像の撮像エリアを推定することと、推定された
前記撮像エリアの情報に基づいて、基準画像と前記基準画像に含まれる画素のワールド座
標系の第１の位置情報を表す基準位置データとを取得することと、前記第１の対象画像に
含まれる第１の特徴点群と前記基準画像に含まれる第２の特徴点群とを抽出することと、
抽出された前記第１の特徴点群および前記第２の特徴点群の間で複数対の対応点を設定す
ることと、設定された前記複数対の対応点に基づいて、前記第１の対象画像に含まれる画
素のピクセル座標系の第２の位置情報と前記第１の位置情報との関係を記述するホモグラ
フィ行列を計算することと、前記ホモグラフィ行列に基づいて前記第１の対象画像の第１
のメタデータを生成することとを実行させるためのプログラムである。
【００２８】
　この位置特定プログラムは、上述のように、画角の変更可能なカメラによって撮像され
た画像データ（第１の対象画像）に含まれる特徴点のピクセル座標系の位置情報と基準画
像に含まれる対応する特徴点のワールド座標系の位置情報との関係を記述するホモグラフ
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ィ行列を計算し、これに基づいてメタデータを生成する。故に、この位置特定プログラム
によれば、画像データのワールド座標系の位置情報を把握することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本開示によれば、画角の変更可能なカメラによって撮像された画像データのワールド座
標系の位置情報を把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施形態に係る位置特定装置の適用例を示すブロック図。
【図２】実施形態に係る位置特定装置のハードウェア構成を例示するブロック図。
【図３】実施形態に係る位置特定装置の機能構成を例示するブロック図。
【図４】実施形態に係る位置特定装置を含むシステムを例示する図。
【図５】図３中の画角変更判定部の動作を例示するフローチャート。
【図６】キロポストを例示する図。
【図７】キロポストを例示する図。
【図８】キロポスト、および当該キロポスト付近に設置される道路基準点を例示する図。
【図９】ＰＴＺカメラの設置例の説明図。
【図１０】ＰＴＺカメラの撮像エリアの説明図。
【図１１】ＰＴＺカメラの撮像エリアの説明図。
【図１２】図３中の特徴点抽出部、対応点設定部、ホモグラフィ行列計算部、およびメタ
データ生成部の動作を例示するフローチャート。
【図１３】規制標示を例示する図。
【図１４】規制標示を例示する図。
【図１５】指示標示を例示する図。
【図１６】対応点の説明図。
【図１７】図３の位置特定装置の動作を例示するフローチャート。
【図１８】図３の位置特定装置を含むカメラ装置を例示するブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本開示の一側面に係る実施の形態（以下、「本実施形態」とも表記する）を、図
面に基づいて説明する。
【００３２】
　なお、以降、説明済みの要素と同一または類似の要素には同一または類似の符号を付し
、重複する説明については基本的に省略する。例えば、複数の同一または類似の要素が存
在する場合に、各要素を区別せずに説明するために共通の符号を用いることがあるし、各
要素を区別して説明するために当該共通の符号に加えて枝番号を用いることもある。
【００３３】
　§１　適用例　
　まず、図１を用いて、本実施形態の一適用例について説明する。図１は、本実施形態に
係る位置特定装置の適用例を模式的に示す。この位置特定装置１００は、画角の変更、す
なわち、画角の拡大／縮小、または画角の水平若しくは垂直方向の移動が可能なカメラ（
例えばＰＴＺカメラ）によって撮像された画像データ（以降、対象画像とも呼ぶ）を取得
し、この対象画像のワールド座標系の位置を特定（位置情報を記述するメタデータを生成
）する。
【００３４】
　図１に示されるとおり、位置特定装置１００は、対象画像取得部１０１と、撮像エリア
推定部１０２と、基準データ取得部１０３と、特徴点抽出部１０４と、対応点設定部１０
５と、ホモグラフィ行列計算部１０６と、メタデータ生成部１０７とを含む。
【００３５】
　対象画像取得部１０１は、画角の変更が可能なカメラによって撮像された画像データを
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対象画像として取得し、撮像エリア推定部１０２と、特徴点抽出部１０４とへ送る。
【００３６】
　撮像エリア推定部１０２は、対象画像取得部１０１から対象画像を受け取る。撮像エリ
ア推定部１０２は、対象画像の撮像エリアを、対象画像に基づいて推定する。撮像エリア
推定部１０２は、推定した撮像エリア（以降、単に推定撮像エリアとも称する）を基準デ
ータ取得部１０３へ通知する。例えば、撮像エリア推定部１０２は、推定撮像エリアの位
置情報（例えば、緯度および経度）を基準データ取得部１０３に送ってもよい。なお、撮
像エリアを推定するための具体的技法は、機能構成の項目において説明される。
【００３７】
　基準データ取得部１０３は、撮像エリア推定部１０２から対象画像の推定撮像エリアを
通知される。基準データ取得部１０３は、この推定撮像エリアの情報に基づいて、基準画
像（データ）と当該基準画像に含まれる画素のワールド座標系の位置情報を表す基準位置
データ（これらをまとめて基準データと称する）を取得する。基準データ取得部１０３は
、基準画像を特徴点抽出部１０４へ送り、基準位置データを対応点設定部１０５へ送る。
なお、基準データを取得するための具体的技法は、機能構成の項目において説明される。
【００３８】
　特徴点抽出部１０４は、対象画像取得部１０１から対象画像を取得し、基準データ取得
部１０３から基準画像を取得する。特徴点抽出部１０４は、対象画像から複数の特徴点（
第１の特徴点群と称する）およびこれらの特徴量を抽出する。また、特徴点抽出部１０４
は、基準画像から複数の特徴点（第２の特徴点群と称する）およびこれらの特徴量を抽出
する。特徴点抽出部１０４は、第１の特徴点群および第２の特徴点群とこれらの特徴量と
を対応点設定部１０５へ送る。なお、特徴点群およびこれらの特徴量を抽出するための具
体的技法は、機能構成の項目において説明される。
【００３９】
　対応点設定部１０５は、特徴点抽出部１０４から第１の特徴点群および第２の特徴点群
とこれらの特徴量とを受け取る。対応点設定部１０５は、第１の特徴点群と第２の特徴点
群との間で対応する特徴点対（対応点）を複数対設定する。具体的には、対応点設定部１
０５は、第１の特徴点群に属する複数の特徴点と第２の特徴点群に属する複数の特徴点と
の組み合わせのうち特徴量の差分スコアの合計が最小となる組み合わせを対応点として設
定してもよい。
【００４０】
　対応点設定部１０５は、複数対の対応点をホモグラフィ行列計算部１０６に通知する。
例えば、対応点設定部１０５は、対象画像における特徴点のピクセル座標系の位置情報と
、基準画像における対応する特徴点のワールド座標系の位置情報とをホモグラフィ行列計
算部１０６へ送ってもよい。なお、基準画像における各特徴点のワールド座標系の位置情
報は、基準位置データを用いて求めることができる。
【００４１】
　ホモグラフィ行列計算部１０６は、対応点設定部１０５から複数対の対応点が通知され
、これらに基づいてホモグラフィ行列を計算する。ホモグラフィ行列計算部１０６は、計
算したホモグラフィ行列をメタデータ生成部１０７へ送る。なお、ホモグラフィ行列を計
算するための具体的技法は、機能構成の項目において説明される。
【００４２】
　メタデータ生成部１０７は、ホモグラフィ行列計算部１０６からホモグラフィ行列を受
け取る。メタデータ生成部１０７は、ホモグラフィ行列に基づいて、対象画像のメタデー
タを生成する。このメタデータは、対象画像に含まれる画素のワールド座標系の位置情報
を示し得る。具体的には、メタデータは、対象画像に含まれる画素のピクセル座標系の位
置情報をワールド座標系の位置情報に変換するために必要な情報、例えば変換式を含むこ
とができる。
【００４３】
　以上説明したように、適用例に係るメタデータ生成装置１００は、画角の変更が可能な
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カメラによって撮像された対象画像の撮像エリアを推定し、この情報に基づいて、基準画
像とこれに含まれる画素のワールド座標系の位置情報を表す基準位置データとを取得する
。そして、この位置特定装置は、対象画像に含まれる特徴点のピクセル座標系の位置情報
と基準画像に含まれる対応する特徴点のワールド座標系の位置情報との関係を記述するホ
モグラフィ行列を計算し、これに基づいてメタデータを生成する。故に、この位置特定装
置によれば、画角の変更可能なカメラによって撮像された画像データ（対象画像）のワー
ルド座標系の位置情報を把握することができる。
【００４４】
　§２　構成例　
　［ハードウェア構成］　
　次に、図２を用いて、本実施形態に係る位置特定装置２００のハードウェア構成の一例
について説明する。図２は、本実施形態に係る位置特定装置２００のハードウェア構成の
一例を模式的に例示する。
【００４５】
　図２に例示するように、本実施形態に係る位置特定装置２００は、制御部２１１と、記
憶部２１２と、通信インタフェース２１３と、入力装置２１４と、出力装置２１５と、外
部インタフェース２１６と、ドライブ２１７とが電気的に接続されたコンピュータであっ
てよい。なお、図２では、通信インタフェース及び外部インタフェースをそれぞれ、「通
信Ｉ／Ｆ」及び「外部Ｉ／Ｆ」と記載している。
【００４６】
　制御部２１１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡ
Ｍ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）などを含む。ＣＰＵは、記憶部２１２に格納されたプログラムをＲＡＭに展開
する。そして、ＣＰＵがこのプログラムを解釈および実行することで、制御部２１１は、
様々な情報処理、例えば、機能構成の項目において説明される構成要素の処理または制御
を実行可能となる。
【００４７】
　記憶部２１２は、いわゆる補助記憶装置であり、例えば、内蔵または外付けの、ハード
ディスクドライブ（ＨＤＤ：Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、ソリッドステートドラ
イブ（ＳＳＤ：Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、若しくはフラッシュメモリなど
の半導体メモリであり得る。記憶部２１２は、制御部２１１で実行されるプログラム（例
えば、メタデータ生成処理を制御部２１１に実行させるためのプログラム）、制御部２１
１によって使用されるデータ（例えば、各種画像データ、各種メタデータ）などを記憶す
る。
【００４８】
　通信インタフェース２１３は、例えば、ＢＬＥ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌ
ｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）、移動通信（３Ｇ、４Ｇなど）およびＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などのための各種無線通信モジュールであっ
て、ネットワークを介して無線通信を行うためのインタフェースであってよい。また、通
信インタフェース２１３は、無線通信モジュールに加えて、または、無線通信モジュール
に代えて、有線ＬＡＮモジュールなどの有線通信モジュールをさらに備えていてもよい。
【００４９】
　入力装置２１４は、例えばタッチスクリーン、キーボード、マウスなどのユーザ入力を
受け付けるための装置を含んでもよい。また、入力装置２１４は、所定の物理量を測定し
、センシングデータを生成および入力するセンサ、撮像を行って画像データを生成するカ
メラなどを含んでもよい。出力装置２１５は、例えば、ディスプレイ、スピーカなどの出
力を行うための装置である。
【００５０】
　外部インタフェース２１６は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
ポート、メモリカードスロットなどであり、外部装置と接続するためのインタフェースで
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ある。
【００５１】
　ドライブ２１７は、例えば、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）ドライブ、ＤＶＤ（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）ドライブ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録
商標）　Ｄｉｓｃ）ドライブなどである。ドライブ２１７は、記憶媒体２１８に記憶され
たプログラムおよび／またはデータを読み込み、制御部２１１に渡す。なお、前述の記憶
部２１２に記憶され得ると説明したプログラムおよびデータの一部または全部がドライブ
２１７によって、記憶媒体２１８から読み込まれてもよい。
【００５２】
　記憶媒体２１８は、コンピュータを含む機械が読み取り可能な形式で、プログラムおよ
び／またはデータを、電気的、磁気的、光学的、機械的または化学的作用によって蓄積す
る媒体である。記憶媒体２１８は、例えば、ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤなどの着脱可能なディス
ク媒体であるが、これに限られず、フラッシュメモリまたはその他の半導体メモリであり
得る。
【００５３】
　なお、位置特定装置２００の具体的なハードウェア構成に関して、実施形態に応じて、
適宜、構成要素の省略、置換及び追加が可能である。例えば、制御部２１１は、複数のプ
ロセッサを含んでもよい。位置特定装置２００は、提供されるサービス専用に設計された
情報処理装置であってもよいし、汎用の情報処理装置、例えば、スマートフォン、タブレ
ットＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、ラップトップＰＣ、デスクトップＰ
Ｃなどであってもよい。また、位置特定装置２００は、複数台の情報処理装置などで構成
されてもよい。
【００５４】
　［機能構成］　
　次に、図３を用いて、本実施形態に係る位置特定装置２００の機能構成の一例を説明す
る。図３は、位置特定装置２００の機能構成の一例を模式的に示す。
【００５５】
　図３に示されるとおり、位置特定装置２００は、対象画像取得部３０１と、画角変更判
定部３０２と、撮像エリア推定部３０３と、基準データ取得部３０４と、特徴点抽出部３
０５と、対応点設定部３０６と、ホモグラフィ行列計算部３０７と、メタデータ生成部３
０８と、データ合成部３０９と、データ出力部３１０とを含む。
【００５６】
　この位置特定装置２００は、画角の変更が可能なカメラ、例えばＰＴＺカメラによって
撮像された画像データ（対象画像）を取得し、この対象画像のワールド座標系の位置を特
定（位置情報を記述するメタデータを生成）する。具体的には、この位置情報は、対象画
像に含まれる画素がワールド座標系のどの座標、例えばどの緯度および経度、に対応する
かを示す。また、対象画像は、例えば道路を撮像したものであってよいが、これに限られ
ない。
【００５７】
　このメタデータは、例えばカメラの制御に利用されたり、対象画像の画像解析に利用さ
れたりする。さらに、このメタデータは、例えば対象画像とともにデータ流通市場におい
て売買の対象とされてもよい。この場合に、位置特定装置２００は、カメラ制御システム
、画像解析システム、またはデータ流通システムを形成する種々の装置のいずれかに組み
込まれてもよい。
【００５８】
　すなわち、位置特定装置２００は、画像データを生成するカメラ装置に組み込まれても
よいし、このカメラ装置を制御する上位システム（カメラ制御サーバ）に組み込まれても
よいし、プラットフォームサーバ、マッチングサーバまたはアプリケーション装置（例え
ば、画像解析装置）に組み込まれてもよい。この場合に、位置特定装置２００は、当該位
置特定装置２００が組み込まれた装置のハードウェアを使用できる。或いは、位置特定装
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置２００は、これらの装置とは独立した情報処理装置として構成されてもよい。
【００５９】
　図４に、位置特定装置２００が含まれるシステムの一例を概略的に示す。このシステム
は、説明の便宜上、カメラ制御システムと、画像解析システムと、データ流通システムと
を組み合わせた一例であるが、これらの全てを組み合わせる必要はない。例えば、画像解
析システムは、データ流通市場を介することなく、画像データおよびメタデータを取得し
て利活用することもできる。
【００６０】
　図４のシステムは、カメラ装置４００－１，４００－２，・・・と、位置特定装置２０
０と、サーバ４１０と、アプリケーション装置４２０－１，４２０－２，・・・と、デー
タベースシステム４３０とを含む。なお、図４に例示される各装置の数は例示に過ぎない
。よって、各装置の符号に付された枝番号は特に区別せずに説明を続ける。図４の例では
、位置特定装置２００は複数のカメラ装置４００に接続されているが、位置特定装置２０
０は１つのカメラ装置４００にのみ接続されてもよい。
【００６１】
　カメラ装置４００は、撮像を行って画像データを生成するカメラと、当該カメラの画角
を変更するための制御機構と、当該画像データを送信したり、画角制御信号を受信したり
する通信Ｉ／Ｆと、カメラ、制御機構および通信Ｉ／Ｆを制御する制御部とを含む。
【００６２】
　カメラ装置４００は、例えばネットワーク経由で位置特定装置２００およびサーバ４１
０と接続できる。カメラ装置４００は、画像データを位置特定装置２００へ送信する。ま
た、カメラ装置４００は、サーバ４１０から画角制御信号を受信し、これに従って、例え
ば、カメラのパン、チルトまたはズームなどを行う。また、カメラ装置４００は、画像デ
ータの売買マッチングを行うための提供側データカタログ（ＤＣ）をサーバ４１０へ送信
してもよい。
【００６３】
　提供側データカタログは、例えば、データカタログの番号、画像データの提供者、画像
データの名称、画像データの撮像日時・撮像場所、撮像対象・特性、イベントデータ仕様
、画像データの提供期間、取引条件、データ売買条件などの種々の項目を含むことができ
る。
【００６４】
　位置特定装置２００は、データの送受信を行う通信Ｉ／Ｆと、メタデータを生成するた
めの各種処理を行ったり、当該通信Ｉ／Ｆを制御したりする制御部とを含む。位置特定装
置２００は、例えばネットワーク経由でサーバ４１０およびデータベースシステム４３０
と接続できる。
【００６５】
　位置特定装置２００は、カメラ装置４００から画像データを受信する。位置特定装置２
００は、画像データの撮像エリアを推定する。位置特定装置２００は、撮像エリアの情報
に基づいて必要な基準データを特定し、これをデータベースシステム４３０に要求する。
データベースシステム４３０は要求された基準データを返し、位置特定装置２００がこれ
を受信する。それから、位置特定装置２００は、画像データおよび基準データに基づいて
メタデータを生成し、画像データおよび基準データを合成してサーバ４１０へ送信する。
また、位置特定装置２００は、カメラ装置４００によって生成された画像データの売買マ
ッチングを行うための提供側ＤＣをサーバ４１０へ送信してもよい。
【００６６】
　データベースシステム４３０は、基準データ、すなわち、基準画像および基準位置デー
タを保持するデータベースを利用したサービスを提供する。具体的には、データベースシ
ステム４３０は、例えば緯度および経度などの位置情報を検索条件として含む検索要求を
受信すると、当該検索要求に合致した基準画像（例えば、指定された位置付近の衛星写真
など）と当該基準画像に対応付けられた基準位置データとを返す。
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【００６７】
　なお、データベースシステム４３０は、図４のシステムとは独立した外部のシステムで
あり得る。データベースシステム４３０は、例えば、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｅａｒｔｈシステム
、ＡＷ３Ｄシステム、ドイツのヒア社、またはダイナミック基盤企画株式会社が提供する
自動運転サポート用の地図情報サービスシステムなどであってよい。
【００６８】
　アプリケーション装置４２０は、データの送受信を行う通信Ｉ／Ｆと、画像データの利
活用のための各種処理を行ったり、当該通信Ｉ／Ｆを制御したりする制御部とを含む。ア
プリケーション装置４２０は、例えばネットワーク経由でサーバ４１０と接続できる。
【００６９】
　アプリケーション装置４２０は、サーバ４１０から売買マッチングの成立した画像デー
タおよびメタデータを受信し、個々の利活用の目的に応じて画像データおよびメタデータ
を処理（例えば、画像解析など）する。また、アプリケーション装置４２０は、カメラ装
置４００によって生成された画像データの売買マッチングを行うための利用側データカタ
ログ（ＤＣ）をサーバ４１０へ送信してもよい。
【００７０】
　ここで、利用側データカタログは、例えば、データカタログの識別情報、画像データの
利用者、画像データの名称、画像データの撮像日時・撮像場所、撮像対象・特性、イベン
トデータ仕様、画像データの利用期間、取引条件、データ売買条件などの種々の項目を含
むことができる。
【００７１】
　サーバ４１０は、データの送受信を行う通信Ｉ／Ｆと、データを保存する記憶部と、当
該記憶部および通信Ｉ／Ｆを制御したり、カメラ装置４００の画角制御、売買マッチング
を行ったりする制御部とを含む。サーバ４１０は、例えばネットワーク経由で位置特定装
置２００、カメラ装置４００およびアプリケーション装置４２０と接続できる。
【００７２】
　サーバ４１０は、位置特定装置２００から画像データおよびメタデータを受信する。そ
して、サーバ４１０は、この画像データおよびメタデータを蓄積する。メタデータによれ
ば、画像データに含まれる画素のワールド座標系の位置情報が把握できる。故に、例えば
ワールド座標系の位置情報を検索キーとして、当該位置情報に対応付けられた近時の画像
データを提供可能なデータベースサービスを実現できる。
【００７３】
　また、サーバ４１０は、メタデータに基づいて画角制御信号を生成し、カメラ装置４０
０へ送信してもよい。例えば、サーバ４１０は、指定されたワールド座標系の位置情報に
画像データの例えば画面中心の位置情報が近づくようにカメラ装置４００の画角をメタデ
ータに基づいてフィードバック制御してもよい。これにより、所望のエリアを写すように
カメラ装置４００の画角を制御することができる。
【００７４】
　さらに、サーバ４１０は、提供側データカタログおよび利用側データカタログをそれぞ
れ取得して保存し、両者を比較して売買マッチングを行ってもよい。提供側データカタロ
グおよび利用側データカタログは、位置特定装置２００、カメラ装置４００、アプリケー
ション装置４２０または他の通信装置から受信することで取得されてもよいし、例えば直
接入力などの他の手段により取得されてもよい。サーバ４１０は、利用側データカタログ
とマッチする提供側データカタログを発見すると、当該提供側データカタログに対応する
画像データ（および、もしあればメタデータ）を利用側に提供する。すなわち、サーバ４
１０は、画像データおよびメタデータをアプリケーション装置４２０へ送信する。
【００７５】
　なお、システムの形態は、図４の例に限定されない。例えば、アプリケーション装置４
２０は、サーバ４１０を介することなく、アプリケーション装置４２０へ直接的に画像デ
ータおよびメタデータを送信してもよい。
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【００７６】
　また、サーバ４１０は、売買マッチングの成立後即座に画像データおよびメタデータを
アプリケーション装置４２０へ送信せず、一旦は提供側または利用側に売買の承認を求め
てもよい。また、サーバ４１０は、画像データおよびメタデータをアプリケーション装置
４２０へ送信せずに、データフロー制御を行ってもよい。例えば、サーバ４１０は、画像
データおよびメタデータを購入したアプリケーション装置４２０へ当該画像データおよび
メタデータを送信するように位置特定装置２００に指図してもよい。或いは、サーバ４１
０は、カメラ制御を行うサーバと、売買マッチングを行うサーバと、画像データおよびメ
タデータを蓄積するサーバとに分割されてもよい。
【００７７】
　さらに、サーバ４１０は、売買マッチングを直接的に行わずに、図示されないマッチン
グサーバに売買マッチングを委ねてもよい。このマッチングサーバは、複数のプラットフ
ォームを横断した売買マッチングを行うことで、プラットフォームを区別しない流通市場
を実現してもよいし、プラットフォームを介さずに提供される画像データおよびメタデー
タ（例えば、個人的に設置されたカメラ装置４００から収集されるデータ）を売買マッチ
ングの対象に加えることで、データの出所を区別しない流通市場を実現してもよい。
【００７８】
　以下、図３に例示される位置特定装置２００の個々の構成要素を説明する。
　対象画像取得部３０１は、画角の変更が可能なカメラによって撮像された画像データを
対象画像として取得し、画角変更判定部３０２と、特徴点抽出部３０５と、データ合成部
３０９とへ送る。
【００７９】
　位置特定装置２００がカメラ装置４００に組み込まれている場合には、対象画像取得部
３０１は当該カメラ装置４００に含まれるカメラから対象画像を取得してもよい。他方、
位置特定装置２００がカメラ装置４００に組み込まれていない場合には、対象画像取得部
３０１は当該カメラ装置４００を送信元とする対象画像を外部装置から受信することで、
対象画像を取得できる。
【００８０】
　画角変更判定部３０２は、対象画像取得部３０１から対象画像を受け取る。画角変更判
定部３０２は、この対象画像（便宜的に、現行の対象画像と称する）の画角が、過去の対
象画像の画角と同じであるか否かを判定する。
【００８１】
　両者の画角が同じであれば、現行の対象画像について計算されるホモグラフィ行列は、
過去の対象画像について計算されたホモグラフィ行列と同じとなる。故に、過去の対象画
像のメタデータを再利用することで、現行の対象画像のメタデータを軽負荷で生成するこ
とができる。そこで、画角変更判定部３０２は、例えばメタデータ再利用指令をメタデー
タ生成部３０８へ送ってもよい。
【００８２】
　他方、両者の画角が異なれば、すなわち画角の変更があったならば、現行の対象画像に
ついて計算されるホモグラフィ行列は、過去の対象画像について計算されたホモグラフィ
行列と異なることになる。故に、現行の対象画像には新たにメタデータを生成する必要が
あり、過去の対象画像のメタデータを再利用することはできない。そこで、画角変更判定
部３０２は、例えばメタデータ更新指令を、現行の対象画像とともに撮像エリア推定部３
０３へ送ってもよい。
【００８３】
　図５に画角変更判定部３０２の動作を例示する。まず、画角変更判定部３０２は、現行
の対象画像および過去の（Ｌ－１）枚の対象画像を準備する（ステップＳ５０１）。ここ
で、Ｌは、後述されるＳ（Ｓは、２以上の整数）よりも大きな整数である。すなわち、Ｌ
－１≧２である。
【００８４】
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　画角変更判定部３０２は、ステップＳ５０１において準備したＬ枚の対象画像に基づい
て、画角変更の判定指標を計算する（ステップＳ５０２）。判定指標は、例えば以下の数
式（１）に示す、長時間背景と短時間背景との差であり得る。
【００８５】
【数１】

【００８６】
　数式（１）において、ＩＭｉは、ｉ＝１の場合に現行の対象画像を表し、ｉ＝２の場合
に現行の対象画像の１つ前の対象画像を表し、ｉ＝ｊ（ここでｊはＬ以下の任意の自然数
、ただし第１項についてはｉ≦Ｓ）の場合に現行の対象画像から見て（ｊ－１）枚前の対
象画像を表す。数式（１）の第１項は、直近Ｓ枚の対象画像の平均、すなわち短時間背景
を表す。他方、数式（１）の第２項は、直近Ｌ枚の対象画像の平均、すなわち長時間背景
を表す。画角の変更がなければ、短時間背景および長時間背景は動体以外の部分では概ね
一致するので、数式（１）の判定指標は小さい値となる。他方、画角変更があれば、短時
間背景では変更後の画角の対象画像の影響が強く、長時間背景では変更後の画角の対象画
像の影響が弱くなる。故に、両者の間に有意な差が生じる。
【００８７】
　画角変更判定部３０２は、数式（１）の判定指標を閾値（＞０）と比較する（ステップ
Ｓ５０３）。判定指標が閾値を上回れば画角が変更されたと判定し、処理はステップＳ５
０４へ進む。他方、判定指標が閾値以下であれば画角が変更されていないと判定し、処理
はステップＳ５０５へ進む。
【００８８】
　ステップＳ５０４において、画角変更判定部３０２は、メタデータ更新指令を現行の対
象画像と共に撮像エリア推定部３０３へ送る。ステップＳ５０５において、画角変更判定
部３０２は、メタデータ再利用指令をメタデータ生成部３０８へ送る。
【００８９】
　なお、ここで説明した画角変更の判定技法は例示に過ぎない。例えば、画角変更判定部
３０２は、サーバ４１０からカメラ装置４００へ伝送される画角制御信号に基づいて画角
変更を判定することもあり得る。或いは、画角変更判定部３０２は、カメラの撮像状態の
推定に利用可能な装置、例えばカメラ装置４００に内蔵または外付けされた水準器または
姿勢検知装置の出力に基づいて、画角の変更を判定することもあり得る。
【００９０】
　撮像エリア推定部３０３は、画角変更判定部３０２が画角が変更されたと判定した場合
に、メタデータ更新指令および対象画像を受け取る。撮像エリア推定部３０３は、対象画
像の撮像エリアを、対象画像に基づいて推定する。撮像エリア推定部３０３は、推定した
撮像エリア（推定撮像エリア）を基準データ取得部３０４へ通知する。例えば、撮像エリ
ア推定部３０３は、推定撮像エリアの位置情報（例えば、緯度および経度）を基準データ
取得部３０４に送ってもよい。
【００９１】
　具体的には、まず、撮像エリア推定部３０３は、対象画像が後述する特定の被写体を含
むか否かを判定してもよい。この特定の被写体は、ワールド座標系の位置情報と対応付け
て事前に登録されているものとする。対象画像がかかる特定の被写体を含んでいれば、撮
像エリア推定部３０３は、対象画像の撮像エリアは当該特定の被写体に対応付けられた位
置情報の付近であると推定できる。
【００９２】
　撮像エリア推定部３０３は、例えば学習済みモデルを設定したニューラルネットワーク
に対象画像を入力データとして与え、対象画像が特定の被写体を含んでいるか否かの判定
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を行ってもよい。
【００９３】
　この学習済みモデルは、学習用画像データが特定の被写体を含んでいるかを判定する機
械学習を行うことで作成されてよい。例えば、この学習済みモデルは、特定の被写体の写
った画像データを、正解ラベル付きの学習データとして用いて教師付き学習を行うことで
作成可能である。また、特定の被写体の写っていない画像データを、不正解ラベル付きの
学習データとして用いてもよい。
【００９４】
　なお、かかる機械学習は、対象画像に写り込む可能性のある、すなわち、カメラ装置４
００の撮像可能範囲内に存在する特定の被写体のみを対象に行われてもよい。換言すれば
、対象画像に特定の被写体が写り込む可能性がない場合には、対象画像が特定の被写体を
含むか否かの判定をスキップしてもよい。
【００９５】
　特定の被写体は、例えば、道路上に設置されたキロポスト（距離標）、道路基準点など
その位置情報を参照可能な設備であり得る。キロポストは、例えば図６および図７に示さ
れるような、高速道路、国道、その他の主要道路、鉄道などに設置され、その設置位置か
ら起点までの距離を表す標識である。
【００９６】
　道路基準点は、道路に関わる様々な現地情報を迅速かつユニバーサルに発信、蓄積、管
理するための共通的な基盤であり、精度の高い位置情報を持つ。現在、道路基準点は、例
えば図８に示されるような、キロポスト付近に設置された簡易な鋲であり、その緯度、経
度および標高は公共測量により計測され、これらの位置情報はインターネット経由で取得
可能である。また、今後、道路基準点にＩＣ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）
タグを取り付けることが計画されており、これにより現場で位置情報を直接取得すること
もできるようになる。
【００９７】
　撮像エリア推定部３０３は、対象画像が特定の被写体を含まない場合には、複数のエリ
アのうち、対象画像に含まれる対象物と見え方において類似する画像が撮像される１つの
エリアを選択する。ここで、各エリアは、ワールド座標系の位置情報と対応付けて事前に
登録されているものとする。また、対象物とは、例えば人、車、構造物などであり得る。
画角が異なれば同じ対象物でも見え方が異なるので、対象物の見え方において類似する画
像が撮像されるエリアは対象画像の撮像エリアに近い可能性が高い。そして、撮像エリア
推定部３０３は、対象画像の撮像エリアは、選択したエリアに対応付けられた位置情報の
付近であると推定する。
【００９８】
　例えば、図９に示されるように、道路上に約５００ｍ間隔でＰＴＺカメラが設置されて
いると仮定する。実際に、具体的には、阪神高速道路、ＮＥＸＣＯ西日本などでは、道路
監視用のＰＴＺカメラを５００ｍ間隔で設置しており、各カメラは設置位置（支柱がある
場所）から上流/下流の約２５０ｍを監視する。この場合に、各ＰＴＺカメラの撮像エリ
アを、図１０および図１１に例示されるように９つに大まかに区分することができる。但
し、エリアの区分は、例示に過ぎず、これと異なるようにエリアが区分されてもよい。
【００９９】
　エリアは、例えば、ＰＴＺカメラが設置された支柱から見て、右手側から順に、ＲＡＬ
（Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｅａ　Ｌｏｎｇ）、ＲＡＭ（Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｅａ　Ｍｉｄｄｌｅ）
、ＲＡＳ（Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｅａ　Ｓｈｏｒｔ）、ＣＡＲ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ａｒｅａ　
Ｒｉｇｈｔ）、ＣＡＭ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ａｒｅａ　Ｍｉｄｄｌｅ）、ＣＡＬ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ａｒｅａ　Ｌｅｆｔ）、ＬＡＳ（Ｌｅｆｔ　Ａｒｅａ　Ｓｈｏｒｔ）、ＬＡＭ（
Ｌｅｆｔ　Ａｒｅａ　Ｍｉｄｄｌｅ）、ＬＡＬ（Ｌｅｆｔ　Ａｒｅａ　Ｌｏｎｇ）などと
名付けることができる。また、各エリアは、例えばＰＴＺカメラが設置された支柱を基準
（０ｍ）として、右手側を正、左手側を負とすると、ＲＡＬを－２５０ｍ～－１６０ｍ区
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間、ＲＡＭを－１６０ｍ～９０ｍ区間、ＲＡＳを－９０ｍ～－４０ｍ区間、ＣＡＲを－４
０ｍ～－１０ｍ区間、ＣＡＭを－１０ｍ～＋１０ｍ区間、ＣＡＬを＋１０～＋４０ｍ区間
、ＬＡＳを＋４０ｍ～＋９０ｍ区間、ＬＡＭを＋９０ｍ～＋１６０ｍ区間、ＬＡＬを＋１
６０～＋２５０ｍ区間などと定めることができる。
【０１００】
　エリアの位置情報は例えば測量により正確に求められてもよいが、ＰＴＺカメラが設置
された支柱の位置情報を例えば測量またはその他の手段により取得できればエリアの大凡
の位置情報は幾何学的に計算することもできる。
【０１０１】
　この例では、撮像エリア推定部３０３は、これら９つのエリアのうち、対象画像と対象
物の見え方において類似する画像が撮像される１つのエリアを選択する。撮像エリア推定
部３０３は、対象画像と対象物の見え方において類似する画像が撮像される１つのエリア
を、例えば、機械学習アプローチ、または領域解析アプローチにより決定してもよい。
【０１０２】
　機械学習アプローチでは、エリア毎に撮像された対象物の画像を用いて全対象物の見え
方を事前に機械学習することで作成した学習済みモデルを利用する。そして、撮像エリア
推定部３０３は、この学習済みモデルが設定されたニューラルネットワークに対象画像ま
たは対象画像から抽出された対象物の画像を入力データとして与え、当該対象物の見え方
において類似する画像が撮像されるエリアを決定する。
【０１０３】
　領域解析アプローチでは、対象画像に含まれる対象物が抽出され、その一部または全部
の形状、面積などの特徴が各エリアにおいて撮像された対象物の画像と比較される。比較
結果に基づいて、撮像エリア推定部３０３は、対象画像に含まれる対象物と見え方におい
て類似する画像が撮像されるエリアを決定する。
【０１０４】
　基準データ取得部３０４は、撮像エリア推定部３０３から対象画像の推定撮像エリアを
通知される。基準データ取得部３０４は、この推定撮像エリアの情報に基づいて、基準画
像および基準位置データを取得する。
【０１０５】
　具体的には、基準データ取得部３０４は、推定撮像エリアの位置情報を検索条件として
含む検索要求を生成し、データベースシステム４３０へネットワーク経由で送信してもよ
い。そして、基準データ取得部３０４は、データベースシステム４３０からネットワーク
経由で基準画像および基準位置データを受信し、基準画像を特徴点抽出部３０５へ送り、
基準位置データを対応点設定部３０６へ送る。
【０１０６】
　或いは、位置特定装置２００の運用時に、基準データ取得部３０４はデータベースシス
テム４３０にアクセスしないようにしてもよい。すなわち、位置特定装置２００の運用前
、例えばカメラ装置４００の設置時に、当該カメラ装置４００の撮像可能範囲内の全ての
基準画像および基準位置データをデータベースシステム４３０から取得し、位置特定装置
２００内にローカルなデータベースを構築しておいてもよい。この場合に、基準データ取
得部３０４は、このローカルなデータベースに対して検索要求を送ることで、ネットワー
クへのアクセスが不可能な環境であっても、基準画像および基準位置データを取得できる
。
【０１０７】
　特徴点抽出部３０５は、対象画像取得部３０１から対象画像を取得し、基準データ取得
部３０４から基準画像を取得する。特徴点抽出部３０５は、対象画像から複数の特徴点（
第１の特徴点群）およびこれらの特徴量を抽出する。また、特徴点抽出部３０５は、基準
画像から複数の特徴点（第２の特徴点群）およびこれらの特徴量を抽出する。特徴点抽出
部３０５は、第１の特徴点群および第２の特徴点群とこれらの特徴量とを対応点設定部３
０６へ送る。
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【０１０８】
　具体的には、特徴点抽出部３０５は、例えばＳＩＦＴ（Ｓｃａｌｅ－Ｉｎｖａｒｉａｎ
ｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）などのアルゴリズムを用いて、特徴点および
その特徴量を抽出してよい。
【０１０９】
　また、特徴点抽出部３０５は、例えば規制標示または指示標示を表す画素を特徴点群の
候補として抽出してもよい。これらは、路面に描かれた静的な標識であり、経時変化が乏
しいので、例えば基準画像の撮像日時と対象画像の撮像日時とが離れている場合にも比較
に適している。規制標示は、図１３に例示される最高速度を示す標識、図１４に例示され
る進行方向別通行区分を示す標識などを含み得る。また、指示標示は、図１５に例示され
る安全地帯または路上障害物接近を示す標識などを含み得る。
【０１１０】
　対応点設定部３０６は、特徴点抽出部３０５から第１の特徴点群および第２の特徴点群
とこれらの特徴量とを受け取る。対応点設定部３０６は、図１６に例示されるように、第
１の特徴点群と第２の特徴点群との間で対応する特徴点対（対応点）を複数対設定する。
具体的には、対応点設定部３０６は、第１の特徴点群に属する複数の特徴点と第２の特徴
点群に属する複数の特徴点との組み合わせのうち特徴量の差分スコアの合計が最小となる
組み合わせを対応点として設定してもよい。
【０１１１】
　対応点設定部３０６は、複数対の対応点をホモグラフィ行列計算部３０７に通知する。
例えば、対応点設定部３０６は、対象画像における特徴点のピクセル座標系の位置情報と
、基準画像における対応する特徴点のワールド座標系の位置情報とをホモグラフィ行列計
算部３０７へ送ってもよい。なお、基準画像における各特徴点のワールド座標系の位置情
報は、基準位置データを用いて求めることができる。
【０１１２】
　ホモグラフィ行列計算部３０７は、対応点設定部３０６から複数対の対応点が通知され
、これらに基づいてホモグラフィ行列を計算する。ホモグラフィ行列計算部３０７は、計
算したホモグラフィ行列をメタデータ生成部３０８へ送る。
【０１１３】
　ホモグラフィ行列は、対象画像に含まれる画素のピクセル座標系の位置情報と、基準画
像に含まれる画素のワールド座標系の位置情報との関係を記述する。具体的には、ホモグ
ラフィ行列は、下記数式（２）で表される。
【０１１４】
【数２】

【０１１５】
　数式（２）において、（ｘ，ｙ）は対象画像における特徴点のピクセル座標系の位置情
報（座標）を表し、（ｘ’，ｙ’）は基準画像における対応する特徴点のワールド座標系
の位置情報（座標）を表す。ｈｉｊ（ｉ＝１～３の整数、ｊ＝１～３の整数）はホモグラ
フィ行列の成分である。数式（２）のホモグラフィ行列によれば、対象画像に含まれる画
素の位置情報をピクセル座標系からワールド座標系に変換することができる。
【０１１６】
　ホモグラフィ行列計算部３０７は、複数対の対応点を数式（２）に代入し、各成分ｈｉ

ｊを計算するための連立方程式を解き、ホモグラフィ行列を得る。なお、成分ｈｉｊのう
ち８つは独立なパラメータであって、１つは任意のパラメータである。よって、連立方程
式を解くには、少なくとも４対の対応点が必要である。
【０１１７】
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　なお、ホモグラフィ行列計算部３０７は、カメラの位置または姿勢の情報を取得し、こ
の情報に基づいてホモグラフィ行列を補正してもよい。これにより、ピクセル座標系の位
置情報からワールド座標系の位置情報への変換精度を向上させることができる。
【０１１８】
　メタデータ生成部３０８は、画角変更判定部３０２が画角が変更されたと判定した場合
に、ホモグラフィ行列計算部３０７からホモグラフィ行列を受け取る。メタデータ生成部
３０８は、ホモグラフィ行列に基づいて、対象画像のメタデータを生成する。メタデータ
生成部３０８は、生成したメタデータをデータ合成部３０９へ送る。
【０１１９】
　具体的には、メタデータ生成部３０８は、対象画像に含まれる画素のワールド座標系の
位置情報を示し得るメタデータを生成する。例えば、メタデータ生成部３０８は、ホモグ
ラフィ行列の全成分、若しくは座標系の変換に必要な成分（ｈ１１、ｈ１２、ｈ１３、ｈ

２１、ｈ２２およびｈ２３）、座標系の変換式（ｘ’＝ｈ１１＊ｘ＋ｈ１２＊ｙ＋ｈ１３

、およびｙ’＝ｈ２１＊ｘ＋ｈ２２＊ｙ＋ｈ２３）、または対象画像に含まれる画素の一
部または全部のワールド座標系の位置情報などを含み得る。
【０１２０】
　他方、メタデータ生成部３０８は、画角変更判定部３０２が画角が変更されていないと
判定した場合に、メタデータ再利用指令を受け取る。この場合に、メタデータ生成部３０
８は、過去に生成したメタデータを、現行の対象画像のメタデータとして再利用する。
【０１２１】
　まとめると、特徴点抽出部３０５、対応点設定部３０６、ホモグラフィ行列計算部３０
７およびメタデータ生成部３０８は、図１２に例示されるように動作する。
　特徴点抽出部３０５は、対象画像から第１の特徴点群およびこれらの特徴量を抽出する
（ステップＳ６０１）。また、特徴点抽出部３０５は、基準画像から第２の特徴点群およ
びこれらの特徴量を抽出する（ステップＳ６０２）。なお、ステップＳ６０１およびステ
ップＳ６０２は、逆の順序で行われてもよいし、同時に行われてもよい。
【０１２２】
　対応点設定部３０６は、ステップＳ６０１において抽出された第１の特徴点群と、ステ
ップＳ６０２において抽出された第２の特徴点群との間で、複数対（例えば４対）の対応
点を設定する（ステップＳ６０３）。
【０１２３】
　ホモグラフィ行列計算部３０７は、ステップＳ６０３において設定された複数対の対応
点に基づいて、ホモグラフィ行列を計算する（ステップＳ６０４）。メタデータ生成部３
０８は、ステップＳ６０４において計算されたホモグラフィ行列に基づいて対象画像のメ
タデータを生成する（ステップＳ６０５）。
【０１２４】
　データ合成部３０９は、対象画像取得部３０１から対象画像を受け取り、メタデータ生
成部３０８からメタデータを受け取る。データ合成部３０９は、両者を合成し、メタデー
タ付きの画像データを生成する。データ合成部３０９は、メタデータ付きの画像データを
データ出力部３１０へ送る。
【０１２５】
　データ出力部３１０は、データ合成部３０９からメタデータ付きの画像データを受け取
り、これを位置特定装置２００の外部へ出力する。例えば、データ出力部３１０は、メタ
データ付きの画像データをサーバ４１０へ送信してもよい。
【０１２６】
　＜その他＞
　位置特定装置２００の各機能に関しては後述する動作例で詳細に説明する。なお、本実
施形態では、位置特定装置２００の各機能がいずれも汎用のＣＰＵによって実現される例
について説明している。しかしながら、以上の機能の一部又は全部が、１または複数の専
用のプロセッサにより実現されてもよい。また、位置特定装置２００の機能構成に関して
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、実施形態に応じて、適宜、機能の省略、置換及び追加が行われてもよい。
【０１２７】
　§３　動作例　
　次に、図１７を用いて、位置特定装置２００の動作例を説明する。なお、以下で説明す
る処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明する
処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能
である。
【０１２８】
　図１７は、位置特定装置２００の動作の一例を示すフローチャートである。
　まず、対象画像取得部３０１は、対象画像を取得する（ステップＳ７０１）。次に、画
角変更判定部３０２は、ステップＳ７０１において取得された対象画像に基づいて、画角
が変更されたか否かを判定する（ステップＳ７０２）。このステップＳ７０２において、
対象画像取得部３０１は、図５に例示したように動作してもよい。
【０１２９】
　ステップＳ７０２の判定結果が画角が変更されたことを示すならば処理はステップＳ７
０４へ進み、画角が変更されていないことを示すならば処理はステップＳ７０７へ進む（
ステップＳ７０３）。
【０１３０】
　ステップＳ７０４において、撮像エリア推定部３０３は、ステップＳ７０１において取
得された対象画像の撮像エリアを、当該対象画像に基づいて推定する。次に、基準データ
取得部３０４は、ステップＳ７０４において推定された撮像エリアの情報に基づいて、基
準データを取得する（ステップＳ７０５）。
【０１３１】
　続いて、対象画像および基準画像からの特徴点の抽出、対応点の設定、ホモグラフィ行
列の計算およびメタデータの生成が順次行われる（ステップＳ７０６）。このステップＳ
７０６において、特徴点抽出部３０５、対応点設定部３０６、ホモグラフィ行列計算部３
０７およびメタデータ生成部３０８は、図１２に例示したように動作してもよい（ステッ
プＳ７０６）。ステップＳ７０６の次に処理はステップＳ７０８へ進む。
【０１３２】
　ステップＳ７０７において、メタデータ生成部３０８は、過去の対象画像について生成
したメタデータを、ステップＳ７０１において取得された対象画像のメタデータとして再
利用する。ステップＳ７０７の次に処理はステップＳ７０８へ進む。
【０１３３】
　データ合成部３０９は、ステップＳ７０１において取得された対象画像と、ステップＳ
７０６またはステップＳ７０７において生成されたメタデータを合成し、メタデータ付き
の画像データを生成する（ステップＳ７０８）。
【０１３４】
　データ出力部３１０は、ステップＳ７０８において生成されたメタデータ付きの画像デ
ータを位置特定装置２００の外部へ出力する（ステップＳ７０９）。
【０１３５】
　［作用・効果］　
　以上説明したように、本実施形態では、位置特定装置は、画角の変更が可能なカメラに
よって撮像された対象画像の撮像エリアを推定し、この情報に基づいて、基準画像とこれ
に含まれる画素のワールド座標系の位置情報を表す基準位置データとを取得する。そして
、この位置特定装置は、対象画像に含まれる特徴点のピクセル座標系の位置情報と基準画
像に含まれる対応する特徴点のワールド座標系の位置情報との関係を記述するホモグラフ
ィ行列を計算し、これに基づいてメタデータを生成する。故に、この位置特定装置によれ
ば、画角の変更可能なカメラによって撮像された画像データ（対象画像）の位置情報を把
握することができる。
【０１３６】
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　また、この位置特定装置によれば、例えばＰＴＺカメラなどの画角の変更が可能なカメ
ラを用いた道路監視システムの利便性をさらに向上させることができる。例えば、道路事
業者は、管制センタから、あるキロポスト付近の落下物、障害物などの現況確認を依頼さ
れるかもしれない。一般に、キロポストが特定されただけでは、道路事業者が管理する膨
大なカメラのいずれが当該キロポスト付近を写しているのかを直ちに把握することは困難
である。しかしながら、この位置特定装置によって生成されるメタデータを用いることで
、各カメラの撮像した画像データに含まれる画素のピクセル座標系の位置情報をワールド
座標系の位置情報に変換することができる。故に、例えばキロポストのワールド座標系の
位置情報を検索キーとして、当該位置情報に対応付けられた画像データ、またはこの画像
データのソースであるカメラを検索すれば、所望の場所の現況確認を即座に実現すること
ができる。
【０１３７】
　また、この位置特定装置は、画像データ上の距離情報を計算可能とするので、当該画像
データの画像解析、例えば特定の対象物の挙動解析、に必要なパラメータを効率的に作成
することに寄与する。ひいては、画角の変更が可能なカメラによって撮像された画像デー
タの利活用を促進することができる。
【０１３８】
　さらに、この位置特定装置によれば、画像データに含まれる各画素のワールド座標系の
位置情報が参照可能となる。故に、かかる位置情報に基づいて複数の異なる画像データを
つなぎ合わせ、広い範囲を捉える画像データを生成し、これに対して例えば画像解析など
の利活用を行うことが可能となる。
【０１３９】
　§４　変形例　
　以上、本開示の実施の形態を詳細に説明してきたが、前述までの説明はあらゆる点にお
いて本開示の例示に過ぎない。本開示の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行う
ことができることは言うまでもない。例えば、以下のような変更が可能である。なお、以
下では、上記実施形態と同様の構成要素に関しては同様の符号を用い、上記実施形態と同
様の点については、適宜説明を省略した。以下の変形例は適宜組み合わせ可能である。
【０１４０】
　＜４．１＞　
　例えば、位置特定装置２００はカメラ装置に組み込まれ得る。図１８は、位置特定装置
２００を組み込んだカメラ装置８００の機能構成の一例を模式的に示す。なお、このカメ
ラ装置８００のハードウェア構成は、図２に示した構成例と同一または類似であり得る。
　図１８のカメラ装置８００は、位置特定装置２００と、カメラ８０１と、送信部８０２
と、受信部８０３と、制御機構８０４とを含む。
【０１４１】
　カメラ８０１は、撮像を行い、画像データを生成する。カメラ８０１は、画像データを
位置特定装置２００へ送る。この画像データは、位置特定装置において対象画像として扱
われる。カメラ８０１の画角は、制御機構８０４によって制御される。すなわち、カメラ
８０１の画角は、制御機構８０４によって拡大・縮小されたり、水平または垂直方向に移
動されたりする。
【０１４２】
　位置特定装置２００は、カメラ８０１から画像データ（対象画像）を取得する。位置特
定装置２００は、前述のように動作することで、メタデータ付きの画像データを生成し、
送信部８０２へ送る。
【０１４３】
　送信部８０２は、位置特定装置２００からメタデータ付きの画像データを受け取る。送
信部８０２は、このメタデータ付きの画像データを、外部装置、例えば、サーバ、アプリ
ケーション装置などへ送信する。
【０１４４】
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　受信部８０３は、例えば、外部装置（例えば、カメラ制御サーバ）から画角制御信号を
受け取り、制御機構８０４へ送る。制御機構８０４は、受信部８０３から画角制御信号を
受け取り、これに従ってカメラ８０１の画角を制御する。すなわち、制御機構８０４は、
カメラ８０１の画角を拡大・縮小したり、水平または垂直方向に移動したりする。なお、
制御機構８０４は、画角の拡大・縮小（すなわち、ズーム）を行うための機構と、画角を
水平方向に移動させる（すなわち、パン）ための機構と、画角を垂直方向に移動させる（
すなわち、チルト）ための機構とに分割されてもよい。
【０１４５】
　以上説明したように、変形例＜４．１＞では、実施形態に係る位置特定装置２００がカ
メラ装置８００に組み込まれる。故に、この変形例によれば、画像データに加えて、当該
画像データのワールド座標系の位置を特定（位置情報を記述するメタデータを生成）する
インテリジェントなカメラ装置８００を提供することができる。また、この変形例によれ
ば、位置特定装置２００を、カメラ装置８００のプロセッサおよびメモリなどのハードウ
ェア資源を利用して実現することができる。
【０１４６】
　ただし、ここまで説明した実施形態は全て、あらゆる点において本開示の例示に過ぎな
い。本開示の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うま
でもない。つまり、本開示の実施にあたって、実施形態に応じた具体的構成が適宜採用さ
れてもよい。なお、各実施形態において登場するデータを自然言語により説明しているが
、より具体的には、コンピュータが認識可能な疑似言語、コマンド、パラメータ、マシン
語等で指定される。
【０１４７】
　上記各実施形態の一部または全部は、特許請求の範囲のほか以下に示すように記載する
ことも可能であるが、これに限られない。
【０１４８】
　画角の変更が可能なカメラによって撮像された第１の対象画像の撮像エリアを推定する
推定部（１０２）と、
　推定された前記撮像エリアの情報に基づいて、基準画像と前記基準画像に含まれる画素
のワールド座標系の第１の位置情報を表す基準位置データとを取得する取得部（１０３）
と、
　前記第１の対象画像に含まれる第１の特徴点群と前記基準画像に含まれる第２の特徴点
群とを抽出する抽出部（１０４）と、
　抽出された前記第１の特徴点群および前記第２の特徴点群の間で複数対の対応点を設定
する設定部（１０５）と、
　設定された前記複数対の対応点に基づいて、前記第１の対象画像に含まれる画素のピク
セル座標系の第２の位置情報と前記第１の位置情報との関係を記述するホモグラフィ行列
を計算する計算部（１０６）と、
　前記ホモグラフィ行列に基づいて前記第１の対象画像の第１のメタデータを生成する生
成部（１０７）と
　を具備する、位置特定装置。
【符号の説明】
【０１４９】
　１００，２００・・・位置特定装置
　１０１，３０１・・・対象画像取得部
　１０２，３０３・・・撮像エリア推定部
　１０３，３０４・・・基準データ取得部
　１０４，３０５・・・特徴点抽出部
　１０５，３０６・・・対応点設定部
　１０６，３０７・・・ホモグラフィ行列計算部
　１０７，３０８・・・メタデータ生成部
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　２１１・・・制御部
　２１２・・・記憶部
　２１３・・・通信Ｉ／Ｆ
　２１４・・・入力装置
　２１５・・・出力装置
　２１６・・・外部Ｉ／Ｆ
　２１７・・・ドライブ
　２１８・・・記憶媒体
　３０２・・・画角変更判定部
　３０９・・・データ合成部
　３１０・・・データ出力部
　４００，８００・・・カメラ装置
　４１０・・・サーバ
　４２０・・・アプリケーション装置
　４３０・・・データベースシステム
　８０１・・・カメラ
　８０２・・・送信部
　８０３・・・受信部
　８０４・・・制御機構

【図１】 【図２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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